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平成２２年３月 

 
 
 
 
 

南 房 総 市 



１ 計画策定の基本方針 

 

（１）基本方針 

   南房総市は、平成１８年３月２０日の合併により、７０８人の職員体制でスタ

ートしました。 
   全国の類似団体（人口・産業構造が類似している他の地方自治体）と職員数を

比較しますと極めて多い状況でありましたが、合併後の地域調整をはじめとする

様々な問題解決や、合併をしていない類似団体規模への事務事業体制に移行して

いく転換期として必要不可欠な職員数でありました。 
   市は、合併と同時に行政改革推進本部を設置し、「南房総市行政改革推進計画」

を策定し、これまで、様々な改革に取り組んで参りました。 
   その中でも定員適正化については、同計画の中の「南房総市定員適正化計画」

に基づいて職員数の管理を実施し、これまでの進捗状況は、平成２２年４月１日

の計画の目標値に対し、すでに２０人の前倒しが図られている状況であります。 
   第２期行政改革では、「新たな仕組みづくり」と「事業の選択と集中の強化」

を重点として、「事務事業の見直し」、「公共施設再編の推進」等の重要施策を推

進させながら、「組織の見直しと定員の適正化」を図るために「定員適正化計画」

を策定します。 
   組織のスリム化が求められる中で、本庁の行政システムの改革や支所体制の見

直しなど、新たな運営体制の構築が必要となっており、大きな仕組みの転換期と

なっている今、将来的な年齢構成や分野別職員の配置に配慮し、数値目標を掲げ

て着実に実行していくことを目指します。 
   今回の計画は、本来の南房総市の身の丈にあった職員数を模索するために、合

併の財政支援措置の期限も見据えた長期的な観点から、類似団体に配慮した策定

を心がけております。 
   また、社会経済情勢の変化による拡大、多様化する行政ニーズに対応するため

にも、状況を勘案し、合理的で効率的な職員配置を図り、計画的な定員管理に取

り組んでまいります。 
※職員数 定員適正化計画では、総務省の実施する地方公共団体定員管理調査の数値を基に計画を策定

するため７０８人としたもの。７０８人には、一部事務組合派遣職員５人及び社会教育主事

３人（県負担）は含まず、教育長を含んでいる。 

 

（２）計画の設定期間 

   平成２２年度から平成２６年度の５年間とします。 

   ただし、定員の適正化は、行政改革の一つの柱として位置づけられており、そ

の進捗状況により、この計画の見直しの必要が生じたときは、随時見直すものと

します。 
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２ 職員数の推移及び現有職員の現状 

 

（１）職員数の推移 

本市における合併後の職員数の推移は、表１のとおりです。 

合併初年度の平成１８年度は７０８人でスタートし、その後は、平成１８年度

に定員適正化計画を策定し、合併に残された諸問題を解決させながら、合併のス

ケールメリットの効果を生かすことを主として行政改革を推進させ、平成２１年

度には６４１人となり、６７人もの職員の削減が図られました。 

このことは、計画と比較しましても、かなり前倒しの状況にあるといえます。 

 

表１ 過去４年間の職員数の推移 

年  度 
職 員 数 

Ａ 

前年度との 

比較  Ｂ 

定員適正化計画 

Ｃ 

計画との比較 

Ａ－Ｃ  Ｄ 

平成１８年度 ７０８人 － ７０８人 ０人 

平成１９年度 ６９１人 △１７人 ７０５人 △１４人 

平成２０年度 ６６１人 △３０人 ６９４人 △３３人 

平成２１年度 ６４１人 △２０人 ６８１人 △４０人 

平成２２年度 － － ６６１人 － 

※地方公共団体定員管理調査による（一部事務組合派遣職員は含まず、教育長を含む。） 

 

（２）現有職員の年齢階層別職員数 

   本市における年齢階層別職員数は表２のとおりです。団塊の世代を含む５０歳

代（６０歳以上含む）の職員が最も多く、全体の３３．８％を占めています。 

   今後、当面の間、退職者のピークが続き、これに伴う職員の年齢構成のバラン

スや長期的観点に立った定員管理の必要があります。 

 

  表２ 年齢階層別職員数 

年 齢 階 層 職 員 数 構 成 率 

３０歳未満  ５５人 ８．６％ 

３０歳以上 ４０歳未満 ２０７人 ３２．３％ 

４０歳以上 ５０歳未満 １６２人 ２５．３％ 

５０歳以上 ２１７人 ３３．８％ 

合     計   ６４１人 １００．０％ 

※平成２１年４月１日現在（職員数、年齢とも） 

※地方公共団体定員管理調査による（一部事務組合派遣職員は含まず、教育長を含む。） 
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（３）部門別職員数の推移 

総務省の実施する「地方公共団体定員管理調査」における本市の部門別職員数

は、表３のとおりです。 

計画を策定していく過程での類似団体との比較は、この数値が基礎となります。 

平成２１年４月１日の職員数は、合併初年度の平成１８年４月１日と比較し、

一般行政部門と特別行政部門が大きく減少し、公営企業等会計部門が増加してお

ります。これは、合併によるスケールメリットを生かした行政改革の推進と教育

部門の指導主事が減少したこと。また公営企業等会計部門の病院の適正な運営や

後期高齢者医療制度の創設と改革に伴う保険年金課が創設されたことなどが主

な要因となっております。 
 

表３ 部門別職員数の状況 

部  門 区   分 
H18.4.1 現在 
職 員 数 

H21.4.1 現在 
職 員 数 

比 較 

議   会 ０人 ７人 ７人 

総   務 １６３人 １４０人 △２３人 

税   務 ３３人 ２４人 △９人 

農 林 水 産 ４７人 ３６人 △１１人 

商   工 ２９人 ２７人 △２人 

土   木 ４６人 ４４人 △２人 

民   生 ９０人 ８８人 △２人 

衛   生 ７７人 ５４人 △２３人 

一般行政 

小 計 (A) ４８５人 ４２０人 △６５人 

教   育 １４２人 １３５人 △７人 
特別行政 

小 計 (B) １４２人 １３５人 △７人 

病   院 ３５人 ３８人 ３人 

水   道 ２７人 ２５ △２人 

そ の 他 １９人 ２３人 ４人 

公営企業等 
会 計 

小 計 (C) ８１人 ８６人 ５人 

総合計  (A)＋(B)＋(C) ７０８人 ６４１人 △６７人 

※地方公共団体定員管理調査による（一部事務組合派遣職員は含まず、教育長を含む。） 

※H18.4.1 の議会０人は、調査時点において議会事務局は設置しておらず、総務部配置としたため。 
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（４）類似団体の部門別診断による職員数の状況 

   類似団体は、全国の市町村を、人口と産業構造を基準に、いくつかの類型（グ

ループ）に区分し、同規模の団体ごとに整理したものです。 

   部門別診断は、その類型ごとに示された平均指数（単純値・修正値）と市の人

口を掛け合わせ、定員管理の基準となる職員数を算出するものです。大まかな状

況を把握する場合は単純値を、同じ類型の中でも、実際の職員配置を反映させた

状況を把握する場合には修正値を用いて算出します。 

   診断の対象とするのは、一般行政部門と教育や消防の特別行政部門を合わせた

普通会計部門とし、総務省から示された平均指数（修正値）により算出した「部

門別診断」は表４のとおりで、本市の普通会計部門職員数５５５人に対し、診断

数４３４人となり、１２１人の超過となっております。 

   なお、試算に当たっては、南房総市の対象職員数は平成２１年度の数値を用い、

この診断時点では、平成２１年度の平均指数は示されていないため、試算値につ

いては平成２０年度の数値を用いて超過数を比較しております。 

 

 表４ 類似団体の部門別診断による比較表 

  部  門 （区 分） 
H.21.4.1 

対象職員数 

H.20.4.1 
部門別診断
試算値 

超過数 

議会・総務・税務 １７１人 １３１人 ４０人 

民生・衛生 １４２人 １３２人 １０人 

労働・農林水産・商工 ６３人 ４５人 １８人 
一般行政 

建設 ４４人 ３０人 １４人 

一般行政職 小計  (A) ４２０人 ３３８人 ８２人 

教育 １３５人 ９６人 ３９人 
特別行政 

消防 ０人 ０人 ０人 

特別行政職 小計  (B) １３５人 ９６人 ３９人 

普通会計部門職員数 合計 (A)+(B) ５５５人 ４３４人 １２１人 

※対象は一般行政部門及び特別行政部門を合わせた普通会計部門の職員数で、公営企業会計部門は除

外している。 

※本市の類型は、人口５０，０００人未満で、産業構造Ⅱ次・Ⅲ次産業が９５％未満のグループに属

する。 

  ※部門（区分）の職員数は、各市町村の面積や地形等の条件や、その時の政策により配置
されており、試算値は調査に基づいた類似団体の平均の配置である。 
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３ 定員適正化の目標 

 

（１）定員管理の基本的な考え方 

   本市の職員数は類似団体との比較に示されているとおり、極めて多い状況にあ

ります。また、１の（１）基本方針でも述べたとおり、今後の財政を健全化させ

ていくためにも、合併効果としての職員の削減による行政のスリム化は、必要不

可欠であり、定員管理の適正化は重要な役割を担うものであります。 

こうした中、本市が定員管理を推進していく上では、行政組織の合理化、効率

化を強力に推進することを基本におきながら、地方公共団体に対しても平成２１

年８月２５日付けで閣議決定された「「経済財政運営と構造改革に関する基本方

針２００６」に沿い、５年間で国の定員純減５．７％と同程度の職員数の純減の

引き続きの要請」も考慮してまいります。 

一方、合併後の地域のあり方を見据えた新しい行政運営を考慮し、数値の削減

だけに囚われることなく、真に必要な組織や事務事業のあり方を検討し、効率的

で効果的な運営体制を図ってまいります。 

 

（２）定員適正化の目標値 

   本計画期間中においては、平成２１年４月１日現在の職員数６４１人を基準と

し、定年退職者数に対する補充は、一般行政職は基本的に概ね１０分の３の補充、

保育士は現行職員数を維持、幼稚園教諭は園児数や施設の統廃合を考慮すること、

技能労務職は不補充、医療職は現行職員数を維持することとし、平成２７年度ま

でに９２人を削減し、平成２７年４月１日における職員数を５４９人とすること

を目標とします。 

   ただし、定年退職以外の普通退職や勧奨退職などで減員が生ずる場合や、業務

の運営に必要な専門職において支障をきたす場合には、上記の方針に限らず、法

的配置基準など適正な範囲内で職員の確保を行うこととします。 

   また、本計画策定後、社会情勢の変化や行政改革における推進などに伴い、業

務量や運営体制に大きな変化が生じた場合は、必要に応じて本計画の見直しをす

ることといたします。 

なお、本計画の次期５年間（平成３１年度まで）における削減方針は、組織機

構や事務事業の見直し、施設の合理化等の推進状況をみながら、一層、適正な人

員管理を推し進め、新たな適正化計画を策定していく中で検討していくものとし

ます。 
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①年度別職員数の目標値（本計画期間） 

区  分 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

職 員 数 ６４１人 ６３１人 ６１８人 ６００人 ５８７人 ５６５人 ５４９人 

退 職 者 数  △１８人 △１９人 △２５人 △１９人 △２８人 △２３人 

採 用 者 数  ８人 ６人 ７人 ６人 ６人 ７人 

増  減  △１０人 △１３人 △１８人 △１３人 △２２人 △１６人 

   ※職員数は、各年度の４月１日現在の数値 

   ※退職者数は、前年度の退職者数 

   ※採用者数は、当該年度の採用者数 

<削減数及び削減率> 

H.21.4.1 職員数 H.27.4.1 職員数 削 減 数 削 減 率 

６４１人 ５４９人 ９２人 １４．４％ 

 

②職種別の退職者数及び採用者数の内訳 

ア 一般行政職 

区  分 Ｈ.２１ Ｈ.２２ Ｈ.２３ Ｈ.２４ Ｈ.２５ Ｈ.２６ Ｈ.２７ 

職 員 数 ４７８人 ４６８人 ４５７人 ４４３人 ４３５人 ４２１人 ４０９人 

退 職 者 数  △１５人 △１７人 △２０人 △１３人 △２０人 △１９人 

採 用 者 数  ５人 ６人 ６人 ５人 ６人 ７人 

増  減  △１０人 △１１人 △１４人 △８人 △１４人 △１２人 

イ 保 育 士 

区  分 Ｈ.２１ Ｈ.２２ Ｈ.２３ Ｈ.２４ Ｈ.２５ Ｈ.２６ Ｈ.２７ 

職 員 数 ３６人 ３６人 ３６人 ３６人 ３６人 ３６人 ３６人 

退 職 者 数  ０人 ０人 ０人 ０人 △１人 △１人 

採 用 者 数  ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

任 用 替 え  ０人 ０人 ０人 ０人 １人 １人 

増  減  ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

ウ 幼稚園教諭 

区  分 Ｈ.２１ Ｈ.２２ Ｈ.２３ Ｈ.２４ Ｈ.２５ Ｈ.２６ Ｈ.２７ 

職 員 数 ４２人 ４４人 ４３人 ４０人 ３６人 ３４人 ３１人 

退 職 者 数  ０人 △１人 △３人 △４人 △１人 △２人 

採 用 者 数  ２人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

任 用 替 え  ０人 ０人 ０人 ０人 △１人 △１人 

増  減  ２人 △１人 △３人 △４人 △２人 △３人 
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エ 技能労務職 

区  分 Ｈ.２１ Ｈ.２２ Ｈ.２３ Ｈ.２４ Ｈ.２５ Ｈ.２６ Ｈ.２７ 

職 員 数 ５１人 ５０人 ４９人 ４８人 ４７人 ４１人 ４０人 

退 職 者 数  △１人 △１人 △１人 △１人 △６人 △１人 

採 用 者 数  ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

増  減  △１人 △１人 △１人 △１人 △６人 △１人 

オ 病院医療職 

区  分 Ｈ.２１ Ｈ.２２ Ｈ.２３ Ｈ.２４ Ｈ.２５ Ｈ.２６ Ｈ.２７ 

職 員 数 ３４人 ３３人 ３３人 ３３人 ３３人 ３３人 ３３人 

退 職 者 数  △２人 ０人 △１人 △１人 ０人 ０人 

採 用 者 数  １人 ０人 １人 １人 ０人 ０人 

増  減  △１人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

【総    計】 

職  種 Ｈ.２１ Ｈ.２７ 削減数 

一 般 職 ４７８人 ４０９人 △６９人 

保 育 士 ３６人 ３６人 ０人 

幼稚園教諭 ４２人 ３１人 △１１人 

技能労務職 ５１人 ４０人 △１１人 

病院医療職 ３４人 ３３人 △１人 

計 ６４１人 ５４９人 △９２人 

※職員数は、各年度の４月１日現在の数値 

※退職者数は、前年度の退職者数 

※採用者数は、当該年度の採用者数 
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４ 定員適正化のための方策 

 

（１）行政運営体制の見直し 

   効率的・効果的な行政運営を推進するため、行政システムの見直しには、新た

な運営体制の転換や、抜本的な組織機構の見直し及び効果的な施設等の統廃合な

どを実施できるところから取り組んでまいります。 

   また、新たな行政需要に対しても、職員配置の最適化に努めることとし、また、

安易に職員を増員することなく、職員の応援体制の確保や内部の弾力的な配置を

行うことにより対応します。 

 

（２）民間委託や市民との協働の推進 

   民間委託等の実施が適当な事務事業については、行政責任の確保に留意しなが

ら、指定管理者制度の導入や民間事業者への委託、市民による業務参加などのア

ウトソーシングを推進します。 

   また、行政の役割の見直しを行い、役割分担をしたうえで、市民との協働によ

り事業実施を行ってまいります。 

 

（３）採用職員数の抑制 

   本計画期間中における定年退職者に対する補充方針は、次のとおりとします。 

   ①行 政 職  原則、定年退職者の概ね１０分の３を新規に採用することと

しますが、年齢バランスや必要な専門職員の補充を考慮して管

理します。 

   ②保 育 士  原則、現行職員数を維持し、臨時職員等の活用も含め効率よ

く対応します。 

   ③幼稚園教諭  園児数への対応や施設の統廃合に配慮した採用を行います。 

           また、臨時職員等の活用も含め効率よく対応します。 

   ④技能労務職  原則、不補充とし、臨時職員等または民間委託等の対応とし

ます。 

   ⑤医 療 職  病床数や法定基準に基づき、原則として現行職員数を確保し

ます。 

 

（４）臨時職員等の適正な配置 

   本市の臨時職員等の総数は、一時雇用も含め、平成２１年４月 1 日現在で２４

１人となっております。正職員が超過している状況下で、臨時職員等の採用や配

置についても一般職員同様に適正化を図るものとします。適正化にあたっては、

次の取り組みを行います。 

①事務事業の見直しを行い、外部委託に適している事業は民間委託または指定

管理者制度の導入により、臨時職員等の削減に努めます。 
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②一般職員同様、各部署で欠員が生じた場合でも、安易に補充することなく、

配置の必要性を十分に精査した上での採用とし、基本的には可能な限り削減に

努めます。 

 

（５）勧奨退職制度の実施 

   職員数の適正化を推進するため、勧奨退職制度を引き続き実施します。 

 

（６）職員の資質の向上 

   職員一人一人の能力と意識を高め、少数精鋭化と組織の総合力の向上を図るた

め、職員研修の充実、人事評価制度の導入、健康管理体制の充実などに引き続き

取り組んでまいります。 

 

（７）計画の公表及び検証 

   本計画は、市民への周知を図るため、広報紙やホームページ等で公表して理解

と協力を得ていきます。 

定期的に進捗状況等を検証し、適切に見直し、改善を図り適正化に努めます。 
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